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令和元年度第２回子ども・子育て会議 

 

 

令和元年 12月 23日（月） 

 

区役所本庁舎８階 

 ８１３会議室  

 

１ 会長選任 

 

２ 会長職務代理者指名 

 

３ 区側出席者紹介 

 

４ 小規模保育事業に係る事業者決定について 

 

５ 第二期子ども子育て支援事業計画素案について 

 

６ その他 
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１ 会長選任 

 

■事務局(子ども家庭部長) 

 令和元年度第２回の子ども・子育て会議を開催する。 

 

＊井戸会長の選任＆あいさつ。 

 

２ 会長職務代理者指名 

 

＊大竹会長代理指名＆あいさつ。 

 

３ 区側出席者紹介 

 

＊事務局紹介 

 

■会長 

 出席状況と資料確認を事務局からお願いする。 

 

■事務局(保育課長) 

 原委員が本日欠席。 

 

＊事務局より資料の確認。 

 

４ 小規模保育事業に係る事業者決定について 

 

■会長 

 ４番目の小規模保育事業に係る幼児保育について、意見と説明をお願いする。 

 

＊事務局(保育施設緊急整備担当課長)より資料１の説明。 

 

■会長 

 質問、意見はあるか。 

 

■委員 

２歳の７名が、３歳になったら、どこで受け入れるのか？ 

 

■事務局(保育施設緊急整備担当課長) 

・ 区立渋谷保育園、私立美希保育園北参道、この２園を連携園として計画しているためこち
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らの３歳児クラスで受け入れる。入園申込の段階であらかじめ意見を聞いて申込を行う。 

 

■委員 

 もう一つ、株式会社だからテナントの貸借契約の関係で例えば５年契約等、ものによっては

違うと思う。この辺の見通しはどうか。小規模なので、その縛りは非常に緩いと思うがそこ

は何かあるか。 

 

■事務局(保育施設緊急整備担当課長) 

 総合設計の中で進められた計画である。しっかりと今後も保育園として継続して運営ができ

ると考えている。 

 

■委員 

 民設民営という考え方で進めているということか。 

 

■委員 

 保育園も０・１・２歳は混んでいてなかなか入れない。場所によっては５歳になると空きが

10 枠とか 20 枠近く空いてしまう。そういう中で、区としてバランスを取る戦略があるかど

うか聞かせていただきたい。 

 

■事務局(保育施設緊急整備担当課長) 

・ 新規園であると４歳・５歳から入園する方は少ないため、４歳・５歳クラスは空いているよ

うに見えると思う。通常は０、１歳ぐらいから入り、そのまま持ち上がり、数年後に定員が

埋まる経緯が多いと思う。 

・ この地域については小規模保育園をここで開園して、さらに渋谷保育園も、新しく再整備を

行っている。渋谷保育園は１歳の割合を多くして、地域の中で計画的に子どもたちを受け入

れられるように考えている。 

 

■委員 

 （地図について）代替園庭が、ここの道が入っている。距離どれほどか。 

 

■事務局(保育施設緊急整備担当課長) 

 400メートル程度。大体徒歩で５分間程度だが、子どもの足だともっとかかると思う。 

 

５ 第二期子ども子育て支援事業計画素案について 

 

■会長 

 第二期子ども子育て支援事業計画素案について説明していただく。 
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＊事務局(保育課長) 素案の概要について説明。 

 

＊コンサルより素案の第１章・第２章の説明。 

 

■会長 

 まず第１章から確認だが、第１章で質問、意見等はあるか。 

 

■委員 

 ｐ５のパブコメの実施からやるという背景は何か。 

 

■事務局(保育課長) 

 これについては今回素案を示して、年明けに意見もらった後に、パブコメを実施して最終的

な案にしていきたいと思っている。 

 

■会長 

 ２章全体のことで質問があれば伺う。 

 

■委員 

 最近、日赤の横の乳児院が使えなくなった。渋谷区の病児保育は初台のみだが、病児保育の

定員を増やしてもらう事も嬉しい。できれば他にも増やしてもらえると嬉しい。今後そうい

った病児保育の施設を増やす計画はあるのか。 

 

■事務局(保育課長) 

 病児保育については今挙げていた通り、区内に一つしかないという状況なので、場所的な面

から考えても他に増やしていきたいと区は考えているが、残念ながら決まっていない状況。 

 

■会長 

 今の話題で、抜けた部分があるので、説明を聞きたいところがあれば、言っていただきたい。 

 

■委員 

 ｐ10 の４番だが、計算すると３番とひとり親世帯の推移の状況で大体 11 パーセントで変わ

っていないと思うが、この資料の中でひとり親の場合は貧困層の家庭がいるのではないかと

思っていて、その辺のケアは考えているのか。 

 

■事務局(子ども青少年課長) 

 ひとり親世帯への支援について、引き続いてやっているところだが、特に世帯の収入に応じ

て給付事業をやっている。こちらの子ども青少年課子育て給付係において家事援助の派遣や

ソフトの面のサポート等を引き続いてやっている。 
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■委員 

 ネウボラとしては何か、特別なルート等は無いのか。 

 

■事務局(子ども家庭支援センター所長) 

 ネウボラの場合、妊娠した母親が既に貧困だった場合は保健師がコーディネーターで声をか

けて福祉事務所で生活保護を案内するとか、あるいは手当の手続きを取るとか、あるいは子

ども家庭支援センターのほうのにこにこママとか、それからショートステイ等もほぼ無料で

使えるようなかたちで案内している。 

 

■委員 

 ｐ34の「相談先の有無と相手について」だが、最近は保育園と保育士に相談する方が４割に

増え、元々あった子育て支援施設の割合は減少しているという話について、保育園が親の相

談相手になるニーズが増えてきた時に、保育園や幼稚園が対応すべき案件なのか、それとも

別のところが対応するべきなのか。 

 

■委員 

 私立の保育園で言えば、保護者は懇談会などを通して、相談を受けることは日常的に連絡ノ

ート等通してまた声かけであるので、この調査によって参加した方が保育園の園児の保護者

であれば「保育園に相談しているのだけど」というかたちになると思う。 

 卒園した小学校・中学校の親が土曜日など私のところに電話かけてくること等はある。親か

ら見れば長いスパンで我が子の成長を見てもらったといった意味ではそれぞれの保育園に相

談をしたい。自分の家族構成や勤め先まで知っている。個人情報を保護するという立場があ

りながら、逆に安心感があって相談をするのは保護者の在籍や、卒園生間にとってはいい。 

 地域の場合だと地域の方たちがいろいろな行事に参加しただとか、それを通して保育を見て

きたというような機関があるのでその会議に園長や市民が別室で干渉すると思う。親からす

ると自分が選びやすい所がたくさんあることが望ましい。 

 ここしかないとかそこの期間が９時５時とかでは駄目なので、その点保育園は７時半、８時

半までやっているので、保育の母親たちが帰っていって迎えに来るというふうにされたら 10

分や 15分は話していく。ただ、私達でもお話をして聞いてもらえたことで、自分でヒントを

得て帰る。 

 

■委員 

 特別なニーズがある方を行政に教育施設や幼稚園から情報を出していくところがあると。 

 

■委員 

 保育園や幼稚園にはいつも顔を見ているので母親も相談しやすいと思うが、私達だけでは解

決できない件は行政といつも連携を取っている。 
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■会長 

次に第３章のところの説明をしていただき、ある程度のところまで先に進め、後から質問等があ

れば伺う。 

 

＊コンサルより第３章の説明。 

 

■会長 

 ｐ40からｐ52までのところで質問、意見等はあるか。 

 

■委員 

 ｐ50のファミリーサポート事業というところで、上が３歳半で下が１歳半の子がいるのだが

最近ファミサポの会員が見つかって使っているが、本当にすばらしい事業だと思っている。 

 周りの母親たちで「使いたい」と言っている方が多く、サポート会員の方から、要件が緩く

なれば会員が増えるかもしれないという声もある。 

 

■委員 

 ファミサポという意見では、今回のファミリー会員・サポート会員の人数なども見たが、平

成 31年は少なくなっていた。 

 私の周りも登録されている方がいるが「まず見つからない」というのが皆の感想。 

 私自身も登録しようと思ったが見つからないならわざわざ登録するのも憂うつなので今は登

録をしていないが、それでサポート会員に関してはほとんど人数が変わらないような状況と

いうことはあまりサポーターの方が変わっていないのか。 

 両方会員が７名で少なくてびっくりするが、別の市町村のファミリーサポートセンターでフ

ァミリー会員は基本的に千人超えるぐらいで大して変わらない中でサポート会員は 300 か

400人ぐらい、それでも見つからないと言われている。 

 私はサポート会員になろうかと思って電話したことがあるが、子どもがいるとサポート会員

になれないみたいで、やはり渋谷区のファミリーサポートは厳しいということは感じている。 

 両方会員というのはいい経験で、友達同士で一緒に登録して預け合える、きちんと保険があ

る中でお金を相談しながら請け合えるという、私自身それをやりたいと思うしぜひ進めてい

ただきたいと思うが、会員の講習会に託児をつけてもらえると子どもがいてもサポート会員

になりやすいと思う。 

 地域で支えること、子育て支援の中でファミリーサポートというのはこれから力を入れても

らえると子育て世代に助かると思うので、会員数を増やす中身の精査をしてほしい。 

 

■会長 

 他の行政のファミリーサポート事業の研修の講師をしている。両方会員がいる。子どもを持

つサポート会員が少ないと思うが、そこの行政の場合はあちこちの子育て支援拠点で定期講
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習会を多くやるといったことがある。子育てを終えた年齢層の人もサポート会員になってい

る。 

 社会福祉協議会のほうで、いろいろなところで開催できるようになるとよいと思う。渋谷区

の場合はもう少し増えたらいいと思うので、例えば行政の方で検討し、増える方向で考えて

いきたい。 

 

■委員 

 一つは病児保育のベビーシッターを使って補助が渋谷区から出るという制度があると思うが、

実際に利用しようとすると若干使い勝手が悪いところがある。今渋谷区でＬＩＮＥ公式サイ

トをやっているが、ＬＩＮＥなようなものを駆使して窓口に行かなくていいかたちでできた

ら使う人が増えるのではないか。 

 もう一つはひとり親家庭の支援で、最近明石市で養育費を市が肩代わりして支払っていける

ようにという制度を作ろうとしている。特に女性のひとり親の家庭で困っているところは経

済的な部分で元夫から養育費から支払われず、一人でやらなければいけないという課題を持

っている方は周りにも多いので、そういうところを区で何かしらできたらいい。 

 

■事務局 

 明石市の取り組みを見て、研究していきたい。 

 

■委員 

 ｐ44の母子保健サービスのところで、実はこども園は子育て広場を開催していて、出産前か

ら広場の体験ができる。 

 普通の子どもも預かっているので、不安に思っている方が現実に見て体験すると自信がつい

て、安心したり、離乳食の体験をしたり、妊娠の後半ぐらいから大体３・４ヵ月ぐらいまで

の子どもを対象にそういうイベントを月に１回やっているので、ネウボラと連携ができると

もっと広がると思う。 

 もう一つはｐ49に外遊びのことが書いてあるが、外遊びに保育園もこども園も連れて行きた

いが事故があってから慎重になっている。なかなか万全な体制を取って公園まで行かせられ

ないところがある。小学校の校庭が小さい子どもを連れて行く所だと安全だと思うので、教

育委員会の協力を得ながら利用をもう少し広げてもらいたい。 

 

■会長 

 ネウボラもこれからというところがあるので柔軟性を持って遂行してもらいたい。 

 

＊コンサルより４章と５章の説明。 

 

■会長 

 ４章と５章について質問はあるか。 
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■委員 

 ｐ24 のところ、富谷の支援センターを「利用していない」が 55 パーセントもいることにす

ごく驚いた。この数字は渋谷区として妥当なのか、もっと利用促進させたいのか。そもそも

何で利用していないのかという背景が分かっているのか。 

 うちの保育園で使っている登園システムが出欠席も使えるが、「登園しました」、「退園しまし

た」としか使っていなくて他の保育園にも聞いたらそんな感じらしくて、システムを使いこ

なせていない現状は結構あって、それは多分園長先生に任せてそのままになっているのでは

ないかなと思う。その辺のケアをどうされているのかという意見を確認させてください。 

 

■会長 

 最初に子育て支援拠点事業を利用していない人が半数もいるということで、そちらのほうの

説明をお願いする。 

 

■事務局(子ども家庭支援センター所長) 

 保育園が増えて日中は母親と過ごす子どもがいないので、そもそも利用する機会がないとい

うことだと思う。ただ、土曜日とか父親とも子育て支援センター利用してるので、「こういう

所があるんだよ」ということを知ってもらう努力はしている。 

 

■会長 

 ２番目の質問に対してお願いする。 

 

■事務局(保育課長) 

 ２点目のシステムの話だが、今、各保育施設のほうでさまざまなシステムを導入していて、

区立のほうでも今年に入ってから導入しているところだが、各施設でどういった機能を使う

か等施設任せになっている部分がある。 

 区立保育園のほうも導入はしているが、導入に当たっては全ての機能をいっぺんに使うと職

員や保護者の方が混乱するかといったところであるので、段階的に導入していく状況。 

 

■委員 

 まず説明を聞いてもらい、いろいろと内情があるという気がするが、その上プラス思考でア

イデアを出してもらえれば、「それは対人型を構築できるかな」「それはこういう理由があっ

て実は今うちの法人ができないのよ」とかいうことになる。だから区立の場合は全体的にシ

ステム化していくかたちに、先ほど言った面ではあるだろうと思う。 

 

■会長 

 他の委員さんはいかがか。 
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■委員 

 ｐ35のニーズ調査から４番の「特別なニーズのある子どもと家庭への対応について」解説が

１ページしかない。渋谷区のニーズ調査で特に手当の必要な特別ニーズで拾い上げられてい

るものや、一番多かったものについてはどのような対応をされているのか教えてほしい。 

 

■事務局(子ども家庭部長) 

 特別なニーズというのは出てきづらいことだと思う。「うちの子、ちょっと違うな」と思って

いても出てこないとは思う。 

 保育士は、よく見て、または特別な課題があるなというところはきちんと親御さんと話す、

または日常の保育の中ということで、節目、ある程度３歳児健診のところの保健所で見る。

そういう所で少し話し合いの機会をつくるとか、後は就学した後も様々なことがあるかと思

うので、どんなことがあっても寄り添っていくケースは取れている。 

 今回ネウボラという切れ目のない支援というかたちで、様々な面で関わるようにしている。 

 

■委員 

 表面化しづらい面があり、そういう部分あるかもしれない。そういったところがある方々に

は拾い上げられているかどうか。 

 

■事務局(子ども家庭部長) 

 そこのところは、相談しやすい人というところで保育士ができているが、家庭と保育園とい

う車の両輪だと思う。「家庭ではこんなだけど園ではどう」とか「園ではこう」というところ

の中に少し伝えづらいことも母親が気づきたくないことも織りまぜながら、日々保育士はそ

のような工夫もしていると思う。 

 

■委員： 

 ｐ43の基本目標１の真ん中「就学前の教育の充実」で、就学後の教育の質を上げるのはイメ

ージできるが、就学前といったところ、オープンスクールがあり私の子どもも今入っている

が、それ以外、具体的に何か考えや、必要だと思っていることを聞きたい。 

 

■委員 

 園側でいうと、オープンスクールからスタートカリキュラムということも行っている。私立

が 42 園、公立が 18 園、幼稚園が２園とある。それを細かいグループに分け、それぞれ小さ

い園同士の交流を年に４・５回行う。 

 更に私立園と認定こども園はまた今度４月にブロックを分けて年長だけ集まるなかよし運動

会というイベントをやり交流している。本町地区がかなり大きい地区になるので、それを今

三つに分けるというふうにしている。 

 

■委員 
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・ 交流や行事を一緒に取り組むという観点の教育を通して、これで質の向上を図っているとい

うことか。 

 

■委員 

 そう。幼稚園もこども園も全部これで自由な姿が統一されたので、その内容に従って色々な

保育の取り組みをするということも含めてやっていて、大丈夫だと思う。 

 

■委員 

 「渋谷区就学前教育プログラム」が出来上がって来年度から実施になると思うが、これには

私立・公立・保育園・幼稚園関係なく全員関わって、それを元に渋谷区の就学前教育を行う

ということで今作っているところ。 

 日頃から小学校の先生と一緒に幼児教育研修会があり、そこではみんなで授業や保育を見合

って勉強する機会が年に２回あるので、そういった機会で就学前の教育についてやっている。 

 

■委員 

 こうなると心配なのは、保育士の先生が保育で忙しかったり、人員も不足気味だったりする。

その中で教育の部分が今後新しいプログラムが見直される場合、大丈夫かなということも、

勝手な視点だがそういうことで。 

 

■会長 

 まずは何か情報か。 

 

■委員 

 そう、保育士の先生の人的リソースなど。 

 

■委員 

 保育現場では厚労省からのシステムというか、その意味では保育士は実務から認定こども園

では保育教諭というかたちで更にキャリアがアップしていくのではないか。 

 保育園での保育士などはいろいろと給与面の処遇改善という方向では厚労省からの通知があ

るが、キャリアアップしていくということを前提として本質の向上を求めていくというのは

全国的にもなされている。 

 研修に行くとかということで、現場もきついことはわかっているが研修参加ということで自

己研鑽すると、それを、職員会議等を通してフィードバックしていくということで、個から

集団へというかたちで力量アップしていくようにそれぞれの持ち場のフォーメーションは計

画立てて努力していくというのが昨今の限界。 

 それは一方で保護者のさまざまな心配ごとや質問から始まって指導対応であるとか、非常に

わがままな相談の保護者の方の対応に苦慮せざるを得ないというのが実態で現場の保育士と

いうのは今苦労している。でも、現場のほうに意見を寄せてもらえば保育園のほうも態勢は
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できている園もあれば、今しようしている園もありさまざま。 

 なので、私立の保育園、認定こども園は反省会の園長会だとか新年会などでそういう先生や

教育会議を中心に回って現役のアドバイザーとしていろいろとサポートをしているのが現在。

だから、気がついたらすぐ保育園に寄せてもらうことは現場としてはありがたい。 

 

■委員 

 今の特別なニーズというところで、せっかく渋谷区がこれからいろいろと区の政策が更に進

んでいくと、特別なニーズとあえて書く必要がないのではないかという気がする。これは区

の計画なので、計画を書き換えてもいいと思う。 

 科学の発達で自主教育ではないというかたちで進んでいきたいから、ここの日本語では確か

に特別な配慮を要するという部分に「特別」は付けていいと思うが、特別な支援と書いてい

ることがこれからの５年間の計画の中ではどんなものなのか。 

 確かに、１歳児保育の５対１で５人の子どもをすでに保育士が保育できない現実もある。発

達課題や低体重で産まれて、１対１でないと食事もできないと思う。その時に必要な特別枠

の配慮や、特別に職員を配置してでも手立てを講じなければという部分はどうなのか。 

 私個人としては思ったのだが、この表題の（３）、と（３）の「特別な支援」とか、これは厚

労省の文章に出てくるから間違いではないとは思うが、この計画の中では特別なニーズとい

うのはどうなのか。 

 

■会長 

 意見等あったら保育課のほうに連絡をしていただくということでよろしいか。 

 

６ その他 

■会長 

 最後に事務連絡について、事務局から報告していただく。 

 

＊事務局(保育課長)より事務連絡。 

 

（閉会） 


